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〔１〕　はじめに

　比較的最近の拙稿「初期マルクスの自然価格 ・市場価格論　　スミス抜粋第一ノートを中 。し・と

して　　」（『立命館経済学』第４１巻第１号，１９９２年４月 ，所収）においても述べておいたように，パ

リで経済学研究を開始したばかりの若きマルクスは，まずＪ ．Ｂ。セーの『経済学概論』やＦ・スカ

ルベクの『杜会的富の理論』などを精読した（「パリ ・ノートＩ」の作成）のち ，経済学研究の「礎

石的意義」（ラーピン）をもつＡ．スミスの『諸国民の富』の研究に没頭した。そのさいマルクス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
は， 同書を全体にわた って深く研究しながら ，それについての詳細な抜粋ノート（：「パリ ・ノー

ト１」）を作成したのであ った 。

　　 １）この頃の抜粋ノートは，第一と第二の二つのノートに分けられていたが，それらの抜粋ノートと

　　　『諸国民の富』の５つの編との対応関係を示しておけば，次のとおりである 。すなわち ，「スミス抜粋

　　　第一ノート」（＝「パリ ・ノートｕ」）には『諸国民の富』の第１ ・２編からの抜粋文または要約文が

　　　書きつけられ，他方，「スミス抜粋第ニノート」（＝「パリ ・ノート皿」）には『諸国民の富』第３ ，第

　　　 ４編からの諸章句が抜粋されていた（なお，第５編については，表題「主権者または国家の収入につ

　　　いて」だけが記されるにとどめられていた）。

　さて，ここでわれわれは，いわゆる「ラーピン論文」（Ｎｉｋ・１・ｉ　Ｉ．Ｌ・ｐｉｎ，Ｖ・・ｇ１・ｉ・ ｈ・ｎｄ・ Ａｎ・１ｙ・・
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Ｄ、”エ、、ん、 Ｚ、〃、、ん、批〃ブア舳０３０〃払Ｈ
ｅｆｔ２ ，１７．Ｊａｈｒｇａｎｇ１９６９．細見　英訳「マルクス『経済学 ・哲学草

稿』における所得の三源泉の対比的分析」雑誌『思想』１９７１年３月 ，岩波書店）への〔訳者まえがき〕で

示されていた「１８４３年末から４４年夏にかけてのマルクスの経済学研究の歩み」を「ラーピンの説

く順序」で整理した「段階（Ｓｔｕｄｉｕｍ）」：および「階程（Ｅｔ．ｐｐ。）」区分のシェーマ（上掲誌，１０１～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３２９）



　５８　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

１０２ぺ 一ジ）を掲げておくことにしよう 。

　　ｒ第一段階」

　（イ）エンゲルス ，プルードンらの経済学的著作との最初の出会い 。

　（口）第一～第二抜粋ノート（セー スカルベク ，スミスからの抜粋）

　い　「第一早稿」前段での所得の三源泉の対比的分析

　　　　「第一階程」（草稿Ｉ～Ｖ皿ぺ 一ジ）

　　　　「第二階程」（草稿Ｖ皿～ＸＶＩぺ 一ジ）

　　　　「第三階程」（草稿ＸＷ～ＸＸぺ 一ジ）

　←）「第一草稿」後段の「疎外された労働」断片（草稿犯皿～狐ＶｌＩぺ 一ジ）

　　「第二段階」

　（イ）第四，第五抜粋ノート（リカードウ ，Ｊ．ミル，マカロッ クらからの抜粋と評注。エンゲルスｒ大

　　　　綱」の要約）

　（口）「第二草稿」

　い　「第三草稿」

　以下，われわれは，こうしたｒ段階」＝およぴｒ階程」区分のシェーマを一応　　というわけ

は， 前記拙稿でも書いておいたように，われわれは，この点にかんするラーピンの考えを細目に

わた ってまで全面的に支持しているわけではないからだが　　念頭におくことにしよう 。マルク

スは，そのオリジナル ・ぺ 一ジを書くまえに，あらかじめ原則として二本の縦線で各ぺ 一ジを三

つの欄に区切 ったのであ った。そして，これも原則としていたが，本文を書くまえに，左から右

へＡｒｂｅ１ｔｓ１ｏｈｎ，Ｇｅｗｍｎｄｅｓ Ｃａｐ１ｔａ１ｓ（またはＰ．ｏ丘ｔｄ
。。

Ｃ．ｐ１ｔ．１。），Ｄｒｕｎｄｒｅｎｔｅ という見出しをつ

けておいた・Ｎ．Ｉ．ラーピンの考証によれば，マルクスは少なくともはじめの数ぺ一ジはｒ資本

の利潤」 ，「地代」 ，「労賃」の順序で本文（といっ ても ，このあたりの「資本の利潤」および「地代」欄

は大部分がスミス『諸国民の富』からの引用文であ ったが）を書き埋づめていっ たのである 。こうした

諸点については，筆者は前記拙稿につづけて発表された「初期マルクスの自然価格 ・市場価格論

（つつきＩ ，つつき１）　　『経済学 ・哲学草稿』「第一草稿」を中心に　　」（『立命館経済学』第４１

巻第４号，１９９２年１０月 ，および同上，第４１巻第６号，１９９３年２月所収）ですでに明らかにしておいた
。

また筆者は，それらの論稿で初期マルクスの地代論についても ，ラーピンのいうｒ第一段階」の

「第一階程」（およびｒ第二階程」の一部）にかんしてはすでに見ておいた
。

　ところで，すでに一言したように，マルクスはあらかじめｒスミス抜粋第一ノート」（＝ｒパ

リ・ ノートｎ」）を作成したうえで，それを参考にしながら ，『経済学 ・哲学草稿』「第一草稿」の

執筆にとりかかったと思われるから ，われわれもまず，アダム ・スミスの自然価格論および地代

論の眼目と見なされるべきものをあらかじめ見ておくことにしよう
。

〔２〕　 スミス地代論の二重性

　さてわれわれは，スミス地代論の基軸概念をなすと思われる「自然価格」を検討しておくこと

からはじめよう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３３０）



　　　　　　　　　　　　　　　　初期マルクスの地代論（岡崎）　　　　　　　　　　　　　　　５９

　『諸国民の富』第１編第７章の冒頭においてスミスは，「あらゆる社会またはその近隣には，労

働や資財（ｓｔ。。ｋ）のさまざまな用途ごとに，賃金と利潤との双方についての通常率あるいは平均

率というものがある 。」「また同様に，あらゆる社会またはその近隣には地代の通常率あるいは平

均率というものがあ って…… 」， 「これらの通常率あるいは平均率は，それらがふつう広くおこな

われている時と場所での，賃金，利潤およひ地代の自殊率（ｔｈ．ｎ．ｔ皿。１。。ｔ。。ｏｆｗ．ｇ。。，ｐ．ｏ丘ｔ．ｎｄ

・・ｎｔ）と呼んでもさしつかえなかろう」（Ｃｆ．ル１〃ｇ〃び〃ｏ伽１Ｗ〃〃舳ゴＣｏ・…ｏグ伽肋ｏ〃ん・ゾ

ル〃。似ｅｄ．ｂｙ　Ｅｄｗｉｎ　Ｃ
ａｎｎａｎ

，６ｔｈ　ｅｄｎ
．，

Ｌｏｎｄｏｎ，１９５０ ，ｖｏ１ ．Ｉ
，ｐ

．５７．大内兵衛 ・松川七郎訳『諸国民の富』（１），

岩波文庫，２０１～２０２ぺ 一ジ参照）という 。そして，ひきつづき彼は「自然価格（ｔｈ．ｎ．ｔｕ。。１ｐ．ｉ。。）」

を次のように規定する 。　　 「ある商品の価格が，それを産出し調製し，またそれを市場へもた

らすために使用された土地の地代と ，労働の賃金と ，資財の利潤とを，それらの自然率〔＝「通常

率あるいは平均率」〕にしたがって支払うのに十分で過不足がないばあい，このときその商品は ，

その自然価格と呼んでもさしつかえないもので売られるのである」（Ｉｂｉｄ ．，

ｐ． ５７．同上訳，２０３～２０４ぺ

一ジ）。

　したがって，スミスの「自然価格」とは「それ〔ある商晶〕を産出し調製し，またそれを市場

へもたらすために使用された主地あ地托 と， 労働の賃金と ，資財の利潤とを，それらの自然率に

したがって支払うのに十分で過不足がない」（力点は引用者）価格のことであり ，簡単にはそれは

平均賃金，平均利潤およびヰ島地代の合計だということになる
。

　ところでスミスは，「ある商品がふつう売られる実際の価格は，その市場価格と呼ばれる」

（Ｉｂｉ吐
，ｐ

．５８．同上訳，２０３ぺ 一ジ）として，この市場価格と「自然価格」との関連を問題にする 。そ

のさい彼は「有効需要」を規定して次のように主張する 。「あらゆる個々の商品の市場価格は ，

実際にそれが市場にもたらされる量と ，その商品の自然価格をよろこんで支払う人々の需要との
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
割合，それをそこへもたらすために支払われなければならない地代，労働／：賃金〕および利潤

の全価値をよろこんで支払う人々の需要との割合によっ て規制される 。このような人々の需要は ，

この商品を市場へもたらすことを有効にするのに十分であろうから ，このような人々は有効需要

者と呼んでさしつかえないし，また，このような人々の需要は有効需要と呼んでさしつかえな

い」（Ｉｂｉｄ
．，

ｐ．
５８．同上訳，２０３～２０４ぺ 一ジ）。 そして彼によれば，上のように規定された「有効需要」

と「市場へもたらされる量」との割合が当該商品の市場価格を規制する 。すなわち ，「市場へも

たらされる量」が「有効需要」を下回るか，上回るか，あるいは，ちょうとそれと一致するかに

応じて，市場価格は「自然価格」以上になっ たり以下になっ たり ，または，それと正確に一致し

たりするわけである 。

　　 １）このように私はスミスの場合，「労働」そのものと「賃金」とを等置してさしつかえないと考えて

　　　いるが，この占については拙稿ｒアタム　スミスの自殊価格論について（上）　　生産価格論の学史

　　　的考察　　」（『立命館経済学』第２７巻第３号，１９７８年８月所収）の ，とくに５０～５１べ 一ジ（圧２）を

　　　参照されたい 。

　なおまた，スミスによれば，「市場へもたらされるあらゆる商品の量は，自然にそれ自身を有

効需要に適合させるものである」（Ｉｂｉｄ ．，

ｐ．
５９．同上訳，２０６ぺ 一ジ）。 なぜならば，「その量が有効需

要をけ っして超過しないということは，ある商品を市場へもたらすために，その土地，労働また

は資財を使用するすべての人々の利益であり ，また，それがその需要におよばぬようなことがけ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３３１）



　６０　　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

っしてないということは，他のすべての人々の利益だ」（Ｉｂｉｄ
．，

Ｐ．
５９．同上訳，２０６ぺ 一ジ）からであ

　１）

る。 こうしてスミスの「自然価格」（＝＜平均賃金十平均利潤十平均地代〉）は，「じっさいの商品の

価格がたえずそれにひきつけられている申尤・宿梧 （ｔｈｅ．ｅｎｔ．ａ１ｐ．ｉ。、）」（Ｉｂｉｄ
，ｐ，６ひ同上訳，２０７ぺ 一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）ジ， 強調は引用者）であり ，市場価格の運動の重心点をなすものだということができる 。

　　 １）スミスは，たとえば「市場へもたらされるある商品の量」が「有効需要」を超過した場合を想定し

　　　ながら，次のようにいう 。　　 「もしある場合にこの量が有効需要を超過すれは，その価格の構成部

　　　分のあるものは，自然率以下で支払われるにちがいない。もしそれが地代なら ，地主たちの利害関係

　　　が彼らを刺激し，即刻にもその土地の一部を引き上げさせるであろうし，またもしそれが賃金または

　　　利潤なら，前者の場合には労働者の利害関係が，また後者の場合にはその雇い主の利害関係が，彼ら

　　　を刺激し，即刻にも彼らの労働なり資財なりの一部をこういう仕事から引き上げさせるであろう 。市

　　　場へもたらされる量は，間もなくちょうど有効需要を充足するだけのものになるであろう 。その価格

　　　のさまざまな構成部分のすべては，その自然率にまで上昇し，また全価格もその自然価格にまで上昇

　　　するであろう」（Ｉｂｉｄ
．，

ｐ． ５９．同上訳，２０６～２０７ぺ 一ジ）。

　　　　いうまでもなく ，逆のケース ，すなわち「市場へもたらされる量が有効需要におよばぬ」ケースに

　　　ついては，スミスは逆のことを主張する（Ｃｆ．Ｉｂｉｄ
．，

ｐ． ６０．同上訳，２０７ぺ 一ジ参照）。

　　 ２）このように，Ａ．スミスは賃金，利潤および地代の「自然率」をいずれも所与のものと前提しなが

　　　ら，これらの「自然率」によっ てそれぞれ独立に定まる平均賃金，平均利潤および平均地代が「自然

　　　価格」を構成すると説くのであるが，そのさいには，かの「第四の部分」が，いやおうなしに見逃さ

　　　れることになる，つまりＡ．スミスの第一の「自然価格」概念はその本性上，「第四の部分」を排除

　　　するわけである 。

　さて，『諸国民の富』第１編第１１章「土地の地代について」では，アダム ・スミスは，当然 ，

「自然価格」の最後のもう一つの構成要素たる地代の「自然率」を規定するはずのものである
。

ところが，ここではＡ．スミスは，これまでの第一の「自然価格」概念（＝＜平均賃金十平均利潤十

平均地代〉）と ，それに基づく自然価格 ・市場価格論とを自分自身で否認するのである 。げんに彼
は， この章の序論的部分で，まずはじめに，「土地の使用にたいして支払われる価格と見なされ

る地代は，当然，借地人がその土地の現実の諸事情のもとで支払いうる最高の価格である」と書

いたのち，ひきつづいて次のように述べる 。

　「借地契約の条件をとり決める場合，地主は，借地人が痘≠をとら ，労働に支払い，豪吉乏あ

他あ壱急角真を睦大 ・供全手ぺき会由を癌痔手るのに足りる額に
，その近隣における農業資財の

通常利潤を加えた額よりも大きな生産物の分け前が，借地人の手もとに残らぬように努力する 。

この分け前は，明らかに借地人が損をせずに満足できる最少の分け前であ って，地主がこれ以上

の分け前を借地人に残そうとする場合はめ ったにない。この分け前を越える生産物部分，または

これと同じことであるが，その価格部分がどれほどであろうとも ，地主がそれをこの土地の地代

として自分の手もとに留保しようと努力するのは当然であり ，またこの地代が，その土地の現実

の諸事情のもとで支払いうる最高のものであることも明らかである」（Ｉｂｉｄ
．，

Ｐ． １４５．同上訳（２）， ７ぺ

一ジ，力点は引用者）。

　この文中ではスミスは，われわれが力点を付いておいた個所から明らかなように，かの「第四

の部分」（＝。 部分）の存在を認めている 。そして彼は，「土地の使用にたいして支払われる価格

と見なされる地代」は土地生産物の価格のうち，「借地人が種子をとり ，労働に支払い，家畜そ

の他の営農用具を購入 ・保全すべき資財を維持するのに足りる額に，その近隣における農業資財

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３３２）
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の通常利潤を加えた額を越える「価格部分」にほかならないとする 。すなわち，この場合，地代

は土地生産物の価格のうち，補填されるべき前貸資本（流動資本，プラス「第四の部分」）に平均利

潤を加えた額　　簡単にいえは＜資本補填分（流動資本を含む）十平均利潤　　を越える「価格部

分」だとされているわけである 。

　ところでスミスは，やはり第１１章の序論的部分において，土地改良のために投下された資本の

利子と ，「本来の地代（ｔｈ。。。ｉｇｉｎ．１。。ｎｔ）」とを区別しながら ，次のようにいう 。

　「土地の地代は，地主が土地の改良のために費やした資財にたいする妥当な利潤または利子に

すぎぬことがしばしばある ，と考えられるかも知れない。疑いもなく ，場合によっ てはある程度

そのとおりであろう ，というのは，この程度以上にそうだということはほとんどまっ たくありえ

ないからである
。鬼圭な未汝良あ土出三え∴し七きえ地イ七を垂ふ十えのであ って，改良費の推定

される利子または利潤は，一般にこの奉粂あ地代 にたいする追加分である 。そればかりではなく ，

こういう改良は，必ずしもつねに地主の資財によっ てなされるとはかぎらず，借地人のそれによ

ってなされる場合もある 。それにもかかわらず，借地契約が更新されるときがくると ，地主は通

例， これらの改良がすべて自分の資財でなされたものであるかのように，それと同じだけの地代

の増額を要求するのである」（Ｉｂｉｄ ．， ｐｐ
．１４５～１４６．同上訳（２）， ８ぺ 一ジ。力点は引用者）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
　見られるように，アダム ・スミスは，「地主は未改良の土地にたいしてさえ地代を要求する」

こと ，また，土地の改良は必ずしも地主自身の資本によっ てなされるとはかぎらないことなどの

占を指摘しながら ，「本来の地代」を土地資本の利子　　これはスミスによれは「本来の地代」

への「追加分」にすぎない　　からは っきりと区別する 。してみれは，さきほとの第１１章冒頭の

一文でスミスが，ｒ土地あ佳角にたいして支払われる価格と見なされる地代は」云々と述べたさ

いの「地代」は，この「本来の地代」 ，すなわち，借地農業者が地主に支払う借地料のうち土地

資本の利子を控除した残余の部分にほかならなか ったわけである 。

　　 １）アダム ・スミスは，この点の具体例として「ケルプ」の場合について次のように述べている 。

　　　　 「ケルプは海草の一種であ って，これを焼くと ，ガラス ，石鹸その他種々の目的に役立つアルカリ

　　　性の塩類がとれる。それは大ブリテンのいくつかの地方，とくにスコットランドの，満潮水位標より

　　　も下の，毎日二回海水につかるようなところにある岩だけに生育し，したがって人問の勤労によっ て

　　　はけ っして増加されない産物である 。それにもかかわらず，その所有地がこの種のケルプを産出する

　　　海岸に隣接している地主は，自分の穀物畑にたいしてと同じだけの地代をそれにたいしても要求する

　　　のである」（Ｉｂｉｄ
．，

ｐ．
１４６．同上訳（２），８～９ぺ 一ジ）。

　このようにしてアダム ・スミスは，「本来の地代」を土地資本の利子から明確に区別するので

あるが，彼はさらにすすんで，この「本来の地代」は「一個の独占地代（。ｍ．ｎ．ｐ．１ｙ　ｐ．ｉ。。）」で

あるとして次のように主張する 。

　「土地の使用にたいして支払われる価格と見なされる土地の地代は，当然，一個の独占価格で

ある 。それは，地主が土地の改良のために費やしたであろうもの，または彼が取得しうるものに

はまっ たく比例せずに，農業者が支払いうるものに比例するのである 。／土地生産物のなかでふ

つう市場へもたらされうる部分は，その血缶柚桧が，それを市場へもたらすために使用されねば

ならない会由去 ，乏あ痘禽ネ１」抽とともに由岐十え １三足らえようなものだけである 。もしこの通常

価格がこれ以上であれば
，その奈素ｕ蔀合は当然，土地の地代になるであろう 。もしこの通常価格

がこれ以上でないなら，えとえ鮎蛉林壮らさ篶ふも妄１ん仙三し七も ，この価格は地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３３３）
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主に地代を与えることがそき去じ・。 この価格がこれを越えるかどうかは毒妻に依存するのである 。

／土地生産物の若干部分にたいしては，それらを市場へもたらすのに十会去宿椿 よりも高い価格

を必ずつねに生じさせるほどの需要があるけれども ，他の諸部分にたいしては，こういうより高

い価格を生じさせるほどの需要があるときもあるし，ないときもある 。前者は必ずつねに地主に

地代をもたらす。後者はそうしうるときもあるし，そうしえないときもあるのであ って，それは

さまざまな事情に応じてそうなるのである」（Ｉｂｉ吐，ｐ
．１４７．同上訳（２）， ９～１０ぺ 一ジ。力点は引用者）。

　この引用文の第ニパラグラフでスミスが，「それ〔販売される土地生産物〕を市場へもたらすた

めに使用されねばならない資財」というとき ，この「資財」という語が補填されるべき前貸資本

（「第四の部分」＝。 部分を含めての）を意味していることは，さきに見ておいたところである 。そし

てスミスは，このような意味での「資財」を「その通常利潤とともに回収するに足りる」価格
，

つまり＜資本補填分十平均利潤〉のことを，第三のパラクラフではｒ＋分な価格」と呼んでいる

わけである ・そして上の文章では，いまや彼は次のように王張する 。一一（１）土地生産物がｒふつ

う市場へもたらされうる」条件は，その「通常価格」が「十分な価格」（＝＜資本補填分十平均利

潤〉）に達しているということであ って，もしこの「通常価格」がこれ以上に上がれば，その

「剰余部分」は当然，地代になる 。しかしｒ通常価格」がｒ＋分な価格」以上でなければ，たと

え「商品は市場へもたらされる」にしても ，この価格は「地主に地代を与えることができない」
，

（１１）土地生産物の「若干部分」にたいしては「十分な価格よりも高い価格を必ずつねに生じさせる

ほどの需要がある」ので，それらは「必ずつねに地主に地代をもたらす」が，土地生産物の「他

の諸部分」については「こういうより高い価格を生じさせるほどの需要がある」とはかぎらない

から ，それらは　　いろいろの事情次第で　　地主に地代をもたらしうるときもあれは，そうし

えないときもある ，と 。

　しかしＡ．スミスのこのような主張は，第７章における彼自身の自然価格 ・市場価格論と本質

的に違 っている ，といわねばならない。第７章ではスミスは，「それ〔ある商品〕を産出し調製し
，

またそれを市場へもたらすために使用された土地の地代と ，労働の賃金と ，資財の利潤とを，そ

れらの自然率にしたがって支払うのに十分で過不足がない」（前出）価格をもっ て「自然価格」

だとしていた。また，そこでは彼は，「商品の自然価格をよろこんで支払う人々の需要」を「有

効需要」と名づけるとともに，供給側についても ，「商品を市場へもたらす」のに「十分」な価

格は「自然価格」（＝＜平均賃金十平均利潤十平均地代〉）だとしていた。そして彼は，ｒ市場へもた

らされるある商品の量」がｒ有効需要」を下回るか，上回るか，ちょうどそれと一致するかに応

じて，市場価格は「自然価格」以上になっ たり ，以下になっ たり ，またそれと一致したりすると

説いていた 。

　つまり第７章では，ある商品の市場価格がその「自然価格」（＝＜平均賃金十平均利潤十平均地

代〉）に達していることが，「商品を市場へもたらす」ための条件だと主張されており ，あらゆる

商晶の価格はこの「自然価格」を重心点として騰落するものとされていたわけである。そして同

章ではスミスは，自由競争がおこなわれているかぎり ，地代が恒常的にその「自然率」以下に低

下することはありえない　　地主たちの利害関係が彼らを刺激し，即刻にもその土地の一部を引

き上げさせるだろうから　　したがって土地が生産にはいる場合には，地代はつねに「価格の構

成部分」をなす，と主張していたのであ った 。
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　ところが，いまやＡスミスは，「十分な価格」に＜資本補填分十平均利潤＞を含意させなが

ら， 土地生産物が「ふつう市場へもたらされうる」条件はその「通常価格」が「十分な価格」に

達していることだという 。そして彼は，土地生産物の「通常価格」がその「十分な価格」を越え

た「剰余部分」をもっ て地代だと見なし，かつ，「通常価格」が「十分な価格」を越えて地代を

もたらすかどうかは「需要」の状態いかんによるとする 。したがって，この場合には地代は「十

分な価格」からは最初から除外されており ，また，それは土地生産物の「通常価格」にも必ずし

もはいらないわけである 。

　しかし，スミスがこのように地代を説明することは，第７章（および後続の第８～第１０章）での

自然価格　市場価格論　　そこでは，地代が１亘常的にその「自然率」以下になっ ていることはあ

りえず，だからまた，土地が生産にはいる場合には地代はらん三 「価格の構成部分」をなすとさ

れていた　　を彼自身が否定したことを意味するものにほかならない 。

　だが，じつはスミス自身も ，こうした自説の変化に気づいていたのであ って ，げんに彼は第１１

章の序論的部分で地代の詳論に先だ って，われわれにたいして次のように「注意」している 。

　「……注意すべきことは，地代は合金÷ネ Ｉ１ 抽と注臭去二え在芳七諸商品の価格の構成に参加す

る， ということである 。賃金や利潤の高低は価格の高低の点由であるが，地代の高低はその結果

である 。特定の価格に高低があるのは，その商品を市場へもたらすために支払われなければなら

ない賃金や利潤に高低があるからである 。しかし，その商品の価格が生じる地代が高か ったり ，

低か ったり ，あるいは全然地代を生じなかったりするのは，その価格に高低があるからである 。

いいかえれば，その価格か土んらあ合金キネ１」抽を麦払ろに庄ら毛以上と，はるかに余 ったり
，

ごく僅かしか余らなか ったり ，または少しも余らなか ったりするからである」（Ｉｂｉｄ ．，

ｐ． １４７．同上

訳（２），１０～１１ぺ 一ジ。力点は引用者）。

　さきに見ておいたように，第１編第７章ではスミスは，賃金，利潤および地代はそれらの「自

然率」にしたがって∴細三 「自然価格」の構成にはいるものと考えていた。ところが，彼はいま

や「地代は賃金や利潤とは異なっ た仕方で諸商晶の価格の構成に参加する」のだという 。また ，

以前には彼は，賃金，利潤および地代の変動は去あ∴手ん占余 ｒ価格の高低の原因」となると主

張していたのだか いまや彼は，「賃金や利潤の高低は価格の高低の点由である机地代の高低

はその結臭である」と言うのである
。

〔３〕初期マルクスの地代論

　以上，われわれはスミス地代論の二重性を検討してきたのだが，ここでわれわれは，これまで

の検討をつうじて明らかになっ た諸点を，初期マルクスの地代論との関連で要約しておこう 。

　（１）スミスには二重の「自然価格」概念があ って，第一の「自然価格」は＜平均賃金十平均利

潤十平均地代＞を意味しており ，それを基軸概念として市場価格論が展開されているのは主とし

て『諸国民の富』第１編第７章においてであ った。また初期マルクスの場合には，『経済学 ・哲

学草稿』ｒ第一草稿」前段部分のｒ資本の利潤」欄およびｒ労賃」欄において主としてこの第一

の「自然価格」論が展開されていた。『経哲草稿』「第一草稿」の「資本の利潤」欄および「労
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賃」欄からこの第一の「自然価格」概念にかかわる文章を一つづつ掲げておけば次のとおりであ

る。

　〔引用１〕　　 「ある特定の場所と〔ある特定の〕時期において，労賃の通常の中位の水準を決定

することはたしかに困難であるとしても ，資本の利得を決定することはなおいっ そう困難である 。

資本が取引する諸商品の価格の変動，彼の競争相手や顧客の運不運，そのほか輸送の途中や倉庫

のなかで，諸商品がさらされる無数の偶然的事故，それらは毎日 ，ほとんど時々刻々 ，利潤の変
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）動をひきおこす（スミス，第１編，１７９，１８０ぺ 一ジ）。 このように，諸資本の利得を正確に決定する

ことは不可能であるが，それにもかかわらず，これについての一つの観念を貨幣利子にもとづい

てつくることはできる 。貨幣によっ て多くの利得を生むことができるならば，それを使用する能

力にたいして多くの利子がつけられ，もし貨幣の媒介によっ てえられる利得が少なければ利子も

少ない（スミス，第１編，１８１ぺ 一ジ）。 通常の利子率が純利得の率にたいして保持しなければなら

ない割合は，利得の上昇または下落とともに必然的に変動する 。大フリテンでは，利子の２倍が，

『妥当な，中庸な，合理的な利潤』と商人たちが名づけているものだと算定されているのである

が， これは通常の，また慣用の利潤ということ以外のなにものも意味しない表現なのである（ス

ミス ，第１編，１９８ぺ 一ジ）」（Ｖｇ１Ｋｏ〃〃〃ｚ／ルｚ〃ｒ肋ル８ｒ３ゐＧ伽刎勿“５即払Ｅｒｓｔｅ　Ａｂｔｅ１ｌｍｇ　Ｂａｎｄ２

〈＝ 〃亙ＧＡ　，Ｉ／２〉Ｂｅｒ１ｉ叫１９８２，ＳＳ．１９３～１９４．城塚登 ・田中吉六訳『経済学 ・哲学草稿』岩波文庫，４１～

４２ぺ 一ジ。力点はマルクス）。

　　 １）　 この数字は当時のマルクスが使用していたフランス語版『諸国民の富』Ｒ６６ん鮒加５舳ｒ 伽舳〃〃

　　　 ３〃３６舳６５ ゐＺｏ 舳鮒３ ３舳肋ｏ郷，Ｔｏｍｅｓ　Ｉ～Ｖ，Ｐａｒ１ｓ，１８０２（訳者はＧカルニエＧｅｍａｍ

　　　Ｇａｍ１ｅｒ）のぺ 一ジ数である 。以下，同様 。

　『経哲草稿』におけるマルクスの第一の「自然価格」概念は，＜平均賃金十平均利潤十平均地

代〉を意味していたが，当時のマルクスは利潤の平均率よりも ，むしろその最局率のほうに強い

関心を抱いていたようである 。げんにマルクスのオリジナル原稿皿ぺ 一ジには，利潤の最局率に

かんするスミスの次のような文章が抜粋されている ．

　「通常の利潤の達しうる衰嵩奉は，大多数の商品において，島イモあ全蔀を金ぺ・ら之してしまい
，

納品される商品の労賃を最低の価格まで，すなわち労働期問中の労働者のたんなる生存費にまで

ひきさげたときの率である 。労働者は日々の仕事にやとわれているかぎり ，つねにどうにかこう

にかして養われているにちがいないが，地代はまったく無くしてしまうことかできる 。その例 ，

〔インドの〕ベンガルにおける〔東〕インド貿易会社の使用人たち（スミス，第１編，１９８ぺ 一ジ）」

（〃ＥＧＡ　，Ｉ／２，ＳＳ．１９５～１９６．同上訳，４３ぺ 一ジ。力点はマルクス ，ゴシ ツクは引用者）。

　このようにマルクスは，地代を「まっ たく無くしてしまうことができる」例として，当時のイ

ギリスの植民地であ った東インドの貿易会社の場合を挙げているが，これはそのころのマルクス

が， 第一の「自然価格」の立場を捨て去 って，もともと最初から地代を排除する第二の「自然価

格」概念の立場へ，いわば先廻り的に移行していたことを意味しているというべきであろう 。

　〔引用２〕　　第一の「自然価格」：平均賃金十平均利潤十平均地代

　「供給の量が需要を超過するとき ，価格を構成する諸部分，すなわち利潤，地代，労賃のうち

の一つがその宿梧以下に支払われ，したがってこれらの諸給付のうちの一部分は，こうした使用

から撤回されることになり ，こうして市場価格は，中心点としての自然価格へとひきよせられる 。
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しかし，（１）分業が局度におこなわれている場合は，労働者にとっ て自分の労働を他の部面へ向け

ることは，きわめて困難であり ，（２）資本家にたいする労働者の隷属関係のもとにあ っては，まず

損失をこうむるのは労働者なのである」（ＭＥＧＡ¢，Ｉ／２，ＳＳ．１９１～１９２．同上訳，１８～１９ぺ 一ジ）。

　（２）ところで他方，第二の「自然価格」は＜前貸資本（いわゆる 。部分を含む）の回収分十平均

利潤＞を含意していて，強い需要により「通常の価格」がこの意味での第二の「自然価格」を超

過したさいの剰余分が地代だとする見解が現われるのは，『諸国民の富』の第１編第１１章「地代

について」になっ てからであり ，また初期マルクスでは主として「第一草稿」の第三欄「地代」

においてである 。

　（３）これら二重の「自然価格」は，明らかに異質な概念であり ，それらを同じ『経哲草稿』

ｒ第一草稿」の前段部分にいわは同居させることは，もともと不可能なことであ ったといわなけ

ればならない。Ａ．スミスも初期のマルクスも ，こうした二重の「自然価格」のちがいについて

は明確に自覚していたのであり ，事実，彼らはその点を文章化してもいたのだが，しかし彼らは ，

二重の「自然価格」の相違性を認めるにとどまっ ていて，両者の排他性にまでは想到できなか っ

たのだと思われる 。しかも彼らは，労賃と利潤との相違性を強く意識していたので，労賃と地代 ，

利潤と地代とのち余∴を力説すれば足りると考えたのであろう 。

　（４）このように，第一・ 第二の「自然価格」概念は互に相容れない性格のものであ ったが ，

ｒ第一草稿」執筆当時のマルクスは，利潤およぴ地代と賃金との相違点を強調することによっ て

諸階級の社会的地位の相違性を解明できると考えていたのであろう 。

　（５）そのさい初期のマルクスは，スミスとともに，賃金の上昇は「負債」の累積にたいして

「単利」の作用を ，そして他方，利潤の上昇はそれにたして「復利」の作用をおよぼすと力説し

た。

（。）こうして初期マルクスは，エンゲルスｒ国民経学批判大綱」におけるｒ競争の柏」の視

角を援用しながら ，（ｉ）資本家階級の利害関係は社会の一般的利害に一致することはなく ，むしろ

しばしばそれと対立してさえいる ，（ｉｉ）「地主の利害は，社会の一般的利害と一致しているどころ

か， 借地農，農僕，製造業の労働者および資本家の利害と対立関係にた っている ・…・・」（〃ＥＧＡ

（２）

Ｉ／２，Ｓ．２１３．同上訳，７２ぺ 一ジ）。 固「国民経済学者によれば，労働者の利害は社会の利害にけ っ

して対立するものではないのに，社会の利害はつねに，そして必然的に労働者の利害に対立す

る」（〃ＥＧ五
２， Ｉ／２ ，Ｓ．２０６．同上訳，２６ぺ 一ジ）といっ た諸事情を明らかにしたのであ った 。

　（７）そして最後に，『経哲草稿』「第一草稿」執筆当時におけるマルクスは，まだ労働価値説や

剰余価値説に到達していなか ったにもかかわらず，エンゲルスのｒ競争の柏」の立場にたつこ

とにより
，労働者の所得である賃金はいわば必垂圭差由 として，また他方，資本家および地主の

収入である利潤や地代は毒ｕ全圭走由 として把握していたのである 。

　以上，われわれはスミス地代論の検討結果を，初期マルクスの地代論との関連で見てきたが ・

すすんでわれわれは，当時のマルクスがｒスミス抜粋第一ノート」および『経哲草稿』「第一草

稿」において労賃と資本の利潤および地代との皇由由住 をどのように見ていたかを考察しなけれ

ばならない。この点については，しかし，さきにわれわれは拙稿「初期マルクスの自然価格 ・市

場価格論（つつき１）　　『経済学 ・哲学草稿』を中心に　　」（『立命館経済学』第４１巻第６号，と

くに７６～７７ぺ 一ジ参照）で「スミス ・ノート」から『経哲草稿』「第一草稿」へ次の文章を転載し
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ておいた・すなわち，「土地表面の地代は…… ふつうその総生産物の三分の一に達するものと考
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
疋られ，しかもこれは，　般に収穫の随時的な変動とは無関係な確定地代である」（〃ＥＧ炉

，

Ｉ／２，Ｓ．１９８．『諸国民の富』訳（２），５４ぺ 一ジ）という一文がそれである 。

　　 １）この一文につづけて『経哲草稿』にはスミスの次の一文，すなわち「それ〔地代〕が全生産物の四

　　　分の一以下であることはめ ったになく…… 」云々という一文も引用されていた（ｖｇｌ．〃亙ＧＡ，Ｉ／２
，

　　　Ｓ．１９８．前掲『草稿』訳，６６ぺ 一ジ参照）。

〔４〕初期マルクスの二大階級論

　ところで，前記拙稿「初期マルクスの自然価格 ・市場価格（つづき１）」の末尾（ｒ立命館経済学』

第４１巻第６号，９３ぺ一ジ参照）でも引用しておいたように，スミスは製造業の分野での「労働の生

産力における諸種の改善は，間接的には実質的地代を高める傾向をもつ」として次のように主張

していた 。

　「…… 地主は，自分の原料〔粗生産物〕のなかで自分自身の消費をこえる部分を，あるいはこの

部分の価格を，製造業生産物と交換する 。第一の種類〔すなわち製造業〕の実質価格を減少させる

すべてのものは，第二の種類〔すなわち地主〕の生産物の実質価格を増大させる 。それ以後は ，

同量の粗生産物がいっ そう大量の製造業生産物と等価となり ，そして地主はいっ そう多量の便益
品， 装飾品，および賛沢品を入手できるようになる」（凧。Ｗ；。ｏ肋げ１〉；〃。郷，ｐ

．２４７．同上訳（２），２１５

～２１６ぺ 一ジ）。

　ここでスミスは工業製晶については，労働の生産力の上昇は比例的に価値低下をもたらすとし

て投下労働説の立場をとり ，農産物にかんしては支配労働説に立脚していて，両学説を交錯させ

ているとせねばならないが，それはともかく ，この文章と地代の量にかんするスミスのさきの一

文とを念頭におけば，彼の考えでは，地代が消滅し，したがってまた地主が階級として自立的に

存立しえなくなるなどということはありえないと思われるであろう 。

　ところが，Ａスミスは競争の見地からすれは，小地主はやがて大地主に併呑されて消滅する

ことになると主張するのである 。その場合のスミスの論理は，およそ次のごとくであ った。すな

わち，まず彼は，「一般的にみてもすでに大土地所有と小土地所有とのあいだの事情は，大資本

と小資本とのあいだの事情と同様である 。しかもそれに加えて，大土地所有の蓄積と大土地所有

による小土地所有の併呑とを無条件にもたらす特殊な事情がある」として，ひきつづきこの「特

殊な事情」を次のように列挙する 。

　「（１）基金が大きくなるとともに，労働者数および用具数が相対的に減少することが，土地占有

におけるほど著しい場合は他にない。同様にまた，基金が大きくなるとともに，全面的搾取や生

産費の節約や適切な分業の可能性が増大することが，土地占有におけるほど著しい場合はほかに

ない。耕地はいくらでも小さくすることができるが，鋤，鋸などのようにそれに必要である労働

用具は，それ以上減らすことのできない一定の限界に達する 。他方，土地の占有の細分化はこの

限界をはるかに越えることができる 。／（２）大土地占有は，土地の改良に投資された借地農の資本

の利子を蓄積する 。小土地所有者は彼自身の資本を使わなけれはならない。こうして，彼にとっ
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ては，この利潤が全部なくなっ てしまうのである 。／（３）あらゆる社会的改良は大土地所有にとっ

て有利である一方，小土地所有にとっ ては有害である 。というのは，こうした改良は小土地所有

にますます多くの現金を必要とさせるからである」（ｖｇ１．〃ＥＧ炉，Ｉ／２ ，Ｓ．２２８．同上訳，７２～７３ぺ 一

ジ参照）。

　このようにマルクスは，「大土地所有の蓄種と大土地所有による小土地所有の併呑とを無条件

にもたらす特殊な事情」を指摘するのだが，つづけて彼は，「この競争について二つの重要な法

則が考察されねばならない」として，次のように述べる 。

　「（０）人間の食料を生産するために耕作される土地の地代は，他の大多数の耕作地の地代を規

制する（スミス ，第１編，３３１ぺ 一ジ）。／家畜などのような食料は，結局のところ大土地占有でなけ

ければ生産できない。したがって大土地占有は他の土地の地代を規制し，その地代を最低限にま

でひきさげることができる 。／この場合，自分で労働する小地主は大地主にたいして，自分の用

具を所有している手工業者が工場主にたいするのと同じ関係にた っている 。小さな所有地はたん

なる労働用具とな っている 。地代は小土地占有者にたいして ，まったく消えうせてしまい，彼に

残されるものは，せいぜい彼の資本の利子と彼の労賃にすぎない。なぜなら ，地代は，競争によ

って，自分で投下したのではない資本の利子だけにひとしいというところまでおしさげられうる

からである 。

　「（戸）そのうえ，われわれがすでに聞いたところによると ，土地や鉱山や漁場の豊かさがひと

しく ，利用の適切さもひとしい場合には，生産物は資本の大きさに比例するということであ った 。

したがって，大地主の勝利である 。同様に資本がひとしい場合には，生産物は豊かさに比例する 。

したが って資本がひとしい場合には，より豊かな土地の所有者が勝利をおさめる」（〃ＥＧＡ　 ，

Ｉ／２，Ｓ．２２８．同上訳，７３～７４ぺ 一ジ。力点はマルクス ，ゴシ ックは引用者）。

　さらにマルクスは次のようにつづける 。

　「（宇）『一般に一つの鉱山について，それが豊鉱だとか貧鉱だとかいうことができるのは，一定

量の労働によっ てそこから採掘できる鉱物の量が，同一量の労働によっ て同種の他の大多数の鉱

山から採掘できる量よりも多いか少ないかによっ てである』（第１編，３４５～３４６ぺ 一ジ，スミス）。

『もっとも豊かな鉱山の価格は，近隣の他のすべての鉱山にたいして，石炭の価格を規制する 。

地主も企業家もともに，物品を彼らの隣人たちよりも安く売るならば，前者はいっ そう多くの地

代を ，後者はいっ そう多くの利潤をうるであろう ，ということに気づく 。そうなると隣人たちは ，

そしたことのできる状態にはないにもかかわらず，またこの価格がますます減少し往々にして全

地代と全利潤とを彼らから奪 ってしまうことになるとしても ，同じ価格で売ることを余儀なくさ

れるのである 。そこで若干の採掘／場〕はまったく放棄され，他のものはもはや少しも地代を生

まず，ただ地主自身によってひきつづき経営されうるにすぎないものとなる』（３５０ぺ一ジ，第１編 ，

スミス）。『ペルーの鉱山の発見ののち ，ヨーロッパの大多数の銀山は放棄された。…… これと同

じことが，ポトシーの鉱山の発見後，キ ュー バとサン ・ドミンゴの鉱山についても ，またペルー

の古い鉱山についてさえも起 った』（３５３ぺ 一ジ，第１編）。 スミスがここで鉱山についていっ てい

るのとまっ たく同じことが，土地占有一般についても多かれ少なかれ通用する」（〃厄ＧＡ¢，Ｉ／２
，

ＳＳ．２２８～２２９．同上訳，７３～７５ぺ 一ジ。力点はマルクス ，ゴシ ックは引用者）。

　ひきつづきマルクスは，『諸国民の富』第２編からスミスの次の文章を引用する 。
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　「（８）『土地の時価は，つねに利子率の現行水準に依存している，ということに注意すべきであ

る。　　もし土地の地代が非常な大差をもっ て貨幣利子以下に下落するならは，だれも土地を買

おうとしないであろうし，間もなくそれは土地の時価を後退させるであろう 。反対に，もし地代

の利益が貨幣利子をつぐなっ てあまりあるならば，世問のすべてのひとが土地を買おうとするで

あろうし，同様にそのことが土地の時価を回復させるであろう』（第２編，３６７～３６８ぺ 一ジ）」。 こ

の最後の引用文についてマルクスは次のようなコメントをつける 。

　「地代の貨幣利子にたいするこうした関係から ，地代はますます低下しなければならず，こう

してついにもっとも富んだ人々でなければ地代で生活しえなくなる，という結果が生ずる 。した

がっ て， 土地を賃貸ししていない地主たちのあいだの競争はますます激しくなる 。彼らのうちの

一部の破滅　　大土地所有の再度の蓄積が現われる」（〃ＥＧ炉，Ｉ／２，Ｓ２２９同上訳，７５ぺ 一ジ 。コシ

ックは引用者）。

　さらにマルクスは，土地所有者間の競争の結果を問題にして，ひきつづき次のようにいう 。

　　「この競争は，さらに次のような結果をもたらす。すなわち，実際のところ比較的小さい地

主はそもそもすでに資本家でしかないのであるが，同様に，土地所有の大部分は資本家の手中に

おさめられ，資本家か同時に地主になるということである。同様にまた，一部の大土地所有は同

時に工業的なものとなる 。／したがって，最後の結果は資本家と地主とのあいだの区別の解消で

ある 。こうして全体としては，もはや住民の二つの階級，労働者階級と資本家階級とだけか存在

することになる。このように掛値売りされること〔Ｖｅ。。ｃ
ｈ。。ｈｅ．ｍｇ〕 ，土地所有が商品へと転化す

ることは，古い貴族制の最終的崩壊であり ，また貨幣貴族制の最終的完成である」（〃ＥＧ炉
，

Ｉ／２，ＳＳ．２２９～２３０．同上訳，７５～７６ぺ 一ジ。ゴシ ックは引用者）。

　このようにマルクスは，社会発展＿競争の「最後の結果」は，大地主が小地主を併呑して資本

家＝大地主と労働者という二大階級だけが存在することになるとして，小地主消滅論あるいは二

大階級論を展開するのである 。

〔５〕　む　す　び

　さきに本稿の〔３〕初期マルクスの地代論　の末尾におけるスミス自身の文章，すなわち「土

地表面の地代は…… ふつうその総生産物の三分の一に達するものと考えられ，しかもこれは，一

般に収穫の随時的な変動とは無関係な確定地代である」という文章や「それ〔地代〕が全生産物

の四分の一以下であることはめ ったになく…… 」云々という一文から判断すると ，アダム ・スミ

スが，地代をまっ たく生み出さない土地の存在を認めることはありえないと思われるであろう 。

だが，彼が第二の「自然価格」〈平均賃金十平均利潤〉の立場にたつ場合には，需要が供給を上

回わらないかぎり ，地代は生じないとされる 。『経哲草稿』「第一草稿」での初期マルクスの立場

はまさにこの立場であ ったというべきであろう 。げんにマルクスはｒ第一早稿」後段の冒頭で ，

それまでの叙述を総括的に要約しながら ，次のように述べている 。

　「われわれは国民経済学の諸前提から出発した。われわれは国民経済学の諸用語や諸法則を受

けいれてきた。われわれは，私有財産を，労働と資本と土地との分離を，同様に労賃と資本利潤
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と地代との分離を ，また分業，競争，交換価値の概念などを，かりに認めたのであ った。国民経

済学そのものから ，それに特有の言葉をもっ て， 労働者が商品へ，しかももっとも惨めな商品に

転落すること ，労働者の窮乏が彼の生産の強さと大きさとに反比例すること ，競争の必然的な結

果は少数の手中への資本の蓄積であり ，したがって ，いっ そう恐るべき独占の再現であること ，

最後に資本家と地主との区別が，耕作農民とマニュファクチ ュア労働者との区別と同様に消滅し

て， 全社会か有産者と無産の労働者という両階級へ分裂せさるをえないということを ，われわれ

は示してきたのである」（〃ＥＧ炉，Ｉ／２，Ｓ．２３４．同上訳，８４ぺ 一ジ。力点はマルクス，ゴシ ックは引用者）。

　見られるように，いわゆる疎外論の展開に先だ ってマルクスは，全社会が競争の結果，「有産

者」と「毎産者」＝労働者という二大階級に分裂せさるをえないことをあらためて確認したので

あっ た。 当時のマルクスは，労働価値説に否定的な態度をとっ ていたのだから ，価値法則に基づ

いて地代の問題を考察することなど意識にのぼることさえなかったのは，けだし，当然のことだ

ったというべきであろう 。

（３４１）




